
  

南部町議会会議録 

南部町議会事務局

 

 

令和６年９月９日 開会 

令和６年９月27日 閉会 

  （定例第４回） 



南部町告示第１０８号

令和６年第４回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年８月２２日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和６年９月９日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

 田 光 雄君 加 藤 学君

荊 尾 芳 之君 滝 山 克 己君

米 澤 睦 雄君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

細 田 元 教君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 景 山 浩君

○応招しなかった議員

な し
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令和６年 第４回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和６年９月９日（月曜日）

議事日程（第１号）

令和６年９月９日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て）

日程第６ 報告第５号 令和５年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第７ 報告第６号 令和５年度決算に基づく資金不足比率について

日程第８ 報告第７号 法人の経営状況について

日程第９ 議案第４９号 令和５年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第５０号 令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１１ 議案第５１号 令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１２ 議案第５２号 令和５年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１３ 議案第５３号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１４ 議案第５４号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１５ 議案第５５号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１６ 議案第５６号 令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 議案第５７号 令和５年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第１８ 議案第５８号 令和５年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第１９ 議案第５９号 令和５年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第２０ 議案第６０号 南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
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の一部改正について

日程第２１ 議案第６１号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第２２ 議案第６２号 令和６年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第２３ 議案第６３号 令和６年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第２４ 議案第６４号 米子市と南部町とのし尿及び浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務の委

託に関する規約を定める協議について

日程第２５ 議案第６５号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

日程第２６ 上程議案に対する質疑

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第４号 専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て）

日程第６ 報告第５号 令和５年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第７ 報告第６号 令和５年度決算に基づく資金不足比率について

日程第８ 報告第７号 法人の経営状況について

日程第９ 議案第４９号 令和５年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第１０ 議案第５０号 令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１１ 議案第５１号 令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１２ 議案第５２号 令和５年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１３ 議案第５３号 令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第１４ 議案第５４号 令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１５ 議案第５５号 令和５年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１６ 議案第５６号 令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第１７ 議案第５７号 令和５年度南部町水道事業会計決算の認定について
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日程第１８ 議案第５８号 令和５年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第１９ 議案第５９号 令和５年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第２０ 議案第６０号 南部町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部改正について

日程第２１ 議案第６１号 南部町国民健康保険条例の一部改正について

日程第２２ 議案第６２号 令和６年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第２３ 議案第６３号 令和６年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第２４ 議案第６４号 米子市と南部町とのし尿及び浄化槽に係る汚泥の処理に関する事務の委

託に関する規約を定める協議について

日程第２５ 議案第６５号 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について

出席議員（１４名）

１番  田 光 雄君 ２番 加 藤 学君

３番 荊 尾 芳 之君 ４番 滝 山 克 己君

５番 米 澤 睦 雄君 ６番 長 束 博 信君

７番 白 川 立 真君 ８番 三 鴨 義 文君

９番 仲 田 司 朗君 １０番 板 井 隆君

１１番 細 田 元 教君 １２番 亀 尾 共 三君

１３番 真 壁 容 子君 １４番 景 山 浩君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 田 子 勝 利君 書記 荊 尾 雅 之君

書記 藤 下 夢 未君
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説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 宮 永 二 郎君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 足 立 正 久君

総務課長 田 村 誠君 総務課課長補佐 石 谷 麻衣子君

企画政策課長 松 原 誠君 デジタル推進課長 岡 田 光 政君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 三 輪 祐 子君

町民生活課長 渡 邉 悦 朗君 子育て支援課長 芝 田 卓 巳君

教育次長 岩 田 典 弘君 総務・学校教育課長 水 嶋 志都子君

病院事務部長 畑 岡 宏 隆君 健康福祉課長 前 田 かおり君

福祉事務所長 泉 潤 哉君 建設課長 岩 田 政 幸君

産業課長 藤 原 宰君 農業委員会事務局長 亀 尾 憲 司君

監査委員 坂 口 正 治君

議長挨拶

○議長（景山 浩君） 令和６年９月定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今年の夏は厳しい暑さが長く続き、平均気温は速報値で昨年と並んで過去最高となったようで

す。９月中もまだまだ３０度を超える真夏日が続き、秋の到来は遅れると予想されていますが、

実りの秋は例年より少し早く迎えたようで、コンバインの姿がちらほらと目につくようになりま

した。

昨今、我が町でも小売店の店頭から米が消えるという令和の米騒動とも言われる異常事態が出

来しております。この米不足については、昨年の猛暑や水不足による不作、訪日外国人の増加、

高齢や後継者不足、収益にならないなどの理由で米作りを諦める農家の増加など、農家数や農業

従事者の減少、はたまた減反政策の失敗等々の複合的な原因によるものと言われております。米

どころ、農村地帯と言われる当南部町でも、農林業センサスの発表数値によれば、経営農家比率

は全戸数の約１６％にまで低下しており、米不足は他人事ではなくなっています。今年は、昨年

のイネカメムシ被害を受け、殺虫剤散布による防除が実施されるなど、対策は万全のことと思い

ますが、病害虫だけではなく高温障害も懸念されます。大きな被害がなく、豊作の年となり、こ

の米不足状態が早期に解消されることを心より願っておるところであります。

さて、少子化による高齢化や人口減少の進展は随分以前から取り上げられ、その問題点は本議

会でも言い尽くされた感がありますが、状況は時々刻々と変化しております。私たち議会議員の
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任期が始まった４年前には、この人口減少により引き起こされる問題は将来起こるであろうとい

った問題の予測や懸念というレベルで議論されてきました。

しかし、今日、先ほどの農業問題をはじめ、人手不足や市場収縮による介護事業所をはじめと

した各種事業者の事業縮小や廃業、金融機関や小売店舗等の閉鎖、バスやタクシーなどの公共交

通体制の後退、そして地域の担い手の消滅など、様々な問題が既に目に見える現実のものとなっ

ております。私たち議会、そして議員はこの問題に真正面から向き合うことが今求められており

ます。

議員各位におかれましては、町民皆様の負託に応えるべく、さらに精力的に活動いただきます

ことをお願い申し上げる次第であります。

本定例会におきましては、令和５年度決算認定、令和６年度補正予算案、条例、その他重要な

案件について御審議いただく予定になっております。

後ほど町長から提出議案の内容について説明がございますが、提出されております諸議案に対

し慎重審議をいただき、活発かつ前向きな議論を重ね、適正かつ妥当な議決に達することをお願

い申し上げ、開会の御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） 令和６年９月議会定例会初日に当たりまして、一言御挨拶を申し上げま

す。

議員各位におかれましては、令和６年第４回南部町議会定例会を招集しましたところ、出席い

ただき開催ができますことに対し、お礼を申し上げます。

さて、昨日、今日と朝夕の気温が秋らしく感じられるようになってまいりました。町内でも稲

刈りが始まり、いよいよ秋本番を迎えます。昨年から大発生しましたイネカメムシの被害状況に

ついては、現在お聞きしてるところでは、消毒の効果が上がった圃場と被害が出た圃場とまちま

ちな現状をお聞きしているところです。これから中生種、晩生種にかけて被害状況を収集し、対

策を取る必要がございます。

また、米価は近年にない高騰を見せていますが、逆に農家の皆さんからは米離れが加速しない

か、不安の声も耳にしてるところでございます。また、果樹では柿のカメムシ被害が深刻でござ

います。普及所など県と連携し、被害の実態を調査確認した上で今後対応策を取ってまいりたい

と考えております。

さて、昨日未明にパラリンピックが閉会式を迎えました。７月２６日から始まったオリンピッ
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ク、パラリンピックがこれで終わったということになります。オリンピックでは南部町出身の古

田直輝さんがローイングでそのひのき舞台に立ち、私たち町民に努力すること、無限の可能性を

伝えてくれました。古田さんからは日本選手団ユニホームを寄贈いただき、現在キナルなんぶに

展示しています。子供たちが身近にオリンピックを感じ取り、南部町から将来第３番目のオリン

ピアンの誕生を期待したいと思います。

次に、災害の報告をいたします。６月議会以降の火災が２件ございました。１件目は、７月２

６日２３時、原工業団地ＴＶＣで工場内の配電盤から出火したもので、工場内の消防組織によっ

て消火され、配電盤の一部を焼失したにとどまりました。消防団からは８名が出動いたしました。

２件目は、８月４日１４時３０分、金山集落で草火災が発生し、南部町消防団３４人が出動いた

しました。これから秋は空気が乾燥しますので、町民の皆様には火の取扱いには十分注意いただ

きますようお願いいたします。

また、台風や秋雨前線による集中豪雨に警戒する時期を迎えます。最新のハザードマップを御

家族でいま一度確認いただき、お住まい地域の自宅が土砂災害や洪水のリスクがあるのかを改め

て確認いただきたいと考えております。ふだんから避難所を２か所以上話し合って決めておき、

避難の際には隣近所の皆さんもぜひ誘い合っていただきたいと思います。また、防災監に加え、

経験豊富な防災アドバイザーもおりますので、集落や振興協議会などでの防災訓練等にぜひお声

かけをいただきたいと思います。

次に、人口動態について御報告いたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は７

名、お亡くなりになられた方は３９名でございました。御冥福をお祈りしますとともに、誕生さ

れた子供たちの健やかな成長を御祈念申し上げます。８月末現在の人口は１万１３７人でござい

ました。高齢化率は３９．１６％、８月末現在の今年度の出生者は１５名でございます。

本定例会におきましては、令和５年度各会計ごとの決算認定をはじめ、令和６年度一般会計補

正予算、条例など１７議案を提案させていただきます。いずれの議案につきましても、町政の進

展に必要不可欠なものばかりでございますので、全議案とも御賛同いただき御承認を賜りますよ

うお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（景山 浩君） これより会議を開きます。

ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しており

ますので、令和６年第４回南部町議会定例会を開会いたします。
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直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（景山 浩君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１３番、真壁容子君、１番、田光雄君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（景山 浩君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、１９日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、１９日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（景山 浩君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第４ 諸般の報告

○議長（景山 浩君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告いたします。

まず、西部町村議会議長会の行政調査について報告を行います。

去る６月２４日から２６日の３日間、平成２８年に最大震度７という大震災に見舞われた熊本

県の益城町及び南阿蘇村において、震災等大規模災害発生時の議会並びに議員の対応についての

調査を行いました。

最初の調査地である益城町は、１日の間を置いて震度７の揺れが２回発生し、家屋の何と９８

％に全壊、半壊等の何がしかの被害が発生しました。議員の多くも住居の全壊被害を受けられた

とのことでした。

発災直後は町執行部も混乱状態にあり、そのような状況で町議会が関わればさらなる混乱を招

きかねないとの議長判断により、各議員は地元地域に張りついて被害状況の把握や被災者ニーズ
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の把握を地元区長と連携して行うこととしました。発災から１０日ほど経過したころ、経済産業

省から不足物資の問合せがあり、仮設トイレを要望し、１３４基の仮設トイレがすぐに届いたわ

けですが、町職員の多くは避難所運営、対応で手いっぱいの状態だったため、議員が区長と連携

し、各地区公民館に２基ずつ運搬、設置を行っております。

避難所での支援がある程度軌道に乗った時点で、避難者の不安は生活再建支援やインフラ等の

復旧へシフトしていきましたが、議員は地元に張りついていたため町執行部との情報共有が十分

にできておらず、そのような問合せに的確な対応ができなくなったため、１０日に１回のペース

で全員協議会を開催し、議員、執行部双方の情報共有に努めたとのことでありました。

折からの半導体工場の進出による好景気などもあり、新築の住宅やマンションが立ち並び、震

災の爪痕はほとんど認められない復興状況でありました。

２か所目は、阿蘇山カルデラ内の南側に位置する南阿蘇村において調査を行いました。

発災時の議会の対応はおおむね益城町と同様であり、議員は各地元地区での情報収集や被災者

支援に従事されたとのことでした。

当村議会からのアドバイスとして、災害発生時に必要となる避難所やトイレ、水、食料、風呂

等入浴手段などの備蓄が本当に十分かを再度検討されてはいかがか、また、停電や断水は必ずと

言っていいほど発生するので、そのような状況での避難生活の維持、情報伝達方法なども見直し

が必要ではないか。当村では村、議会ともに発災時の対応マニュアルを定めているが、心構えが

後退しないように定期的に研修や訓練を行っている。また、発災時に国や自衛隊からの支援があ

るが、支援してほしい内容、例えば医療や食料などはできるだけ明確に伝えることが効果的な支

援につながるとのことでありました。

両自治体とも多数の人的被害が発生し、いっときは大きく人口が減少したようですが、現在は

人口増加基調に戻り、被災前の人口を取り戻すことも視野に入ってきているとのことであります。

亡くなられた多くの方々の御冥福、そして両町村が完全な復興、発展を遂げられますことをお祈

りし、本件の報告といたします。

次に、鳥取県町村議会議長会定期総会の報告をいたします。

鳥取県町村議会議長会の本年度総会が７月８日に米子ワシントンホテルプラザにおいて開催さ

れました。

当日はまず、報告第１号として総会前日までの会務報告が行われ、次に議案第１号の令和５年

度歳入歳出決算の認定についてが提案されました。歳入総額２，０９２万円余、歳出総額１，９

９９万円余の決算について審査を行い、全会一致で認定されました。
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引き続き、報告第２号として令和７年度分担金の引上げについての報告がありました。

これは当組織が兼任して事務を行っている県町村会をはじめとした各団体でそれぞれ人件費を

公平に計上するようにという顧問税理士からの指導により、議長会業務の担当者分として２．５

人分の給与費を計上するというもので、令和７年度より町村からの分担金を引き上げるというも

のであります。

最後に、その他として、全国町村議会議長会が調査研究、取りまとめを行った町村議会の議員

報酬の改善に向けた現状と課題の報告があり、閉会となりました。

最後に、日吉津村ほか２か町下水道協議会総会の報告をいたします。

日吉津村ほか２か町下水道協議会の総会が８月２９日、リモート会議として開催されました。

当日の議案は、令和５年度の事業報告、会計収支決算、令和６年度の事業計画、そして会計収

支予算の４議案でありました。令和５年度はコロナ禍の影響があり、総会以外の事業は事務担当

者による会議のみとなり、予算の支出はありませんでした。

令和６年度は汚水のごみ取り装置の視察が計画されるなど、歳入歳出２４万２，０００円の予

算が計上されました。いずれの議案も全会一致で可決及び認定されております。

以上で議長からの諸般の報告は終わります。

なお、詳細につきましては、会議資料等を議会事務局において閲覧に供しておりますので、御

覧ください。

次に、議員からの報告を受けます。

西部議長会正副議長・局長研修会並びに西部議長会自治功労者表彰式及び議員研修会の報告を

受けます。

１０番、板井隆君。

○副議長（板井 隆君） １０番、板井隆です。去る７月１日に、西部町村議会正副議長・局長

合同研修会が日南町で開催されましたので、報告します。

最初に、現地調査として、日南町大宮の地域振興センターで株式会社ファームイングの岩田真

也社長から概要と現状についての説明を受けました。

この会社は平成５年に印賀圃場整備組合を設立し、３年後に現在の株式会社ファームイングを

設立されています。現在では社員６名で、この６名の平均年齢は３０歳と、パート数名でトマト

１ヘクタールにハウス４５棟、水耕３２ヘクタール、ソバ４ヘクタールについて大型機械を導入

して運営し、年間７，６００万円の売上げとなっていました。

特に若者の社員育成に力を入れ、全員が共通の問題意識を持って切磋琢磨しながら作業に取り
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組み、トマトハウス栽培は日南トマトとしてブランド化されるようになりました。大宮の空き家

を社員宿舎として活用し、地域住民の方とも連携を取って、農業で地域を守るの理念の下、対応

される姿に感銘を受けました。

午後は会場を日南町役場に移し、この後、各町村から出された議会運営の質問に対する各町村

議会の回答と意見交換会が行われました。

主な内容は、議員定数の検討状況、委員会での会議録の作成方法、会議中の議員の私語、また、

やじへの対応、委員会報告に対する質疑の答弁者についてなど、意見交換会を行いました。

最後に、この後報告します西部町村町議会研修会の内容と、鳥取県議会日野郡選挙区の存続を

求める要望について説明を受け、研修会を終えました。

以上、西部町村会正副議長・局長合同研修会の報告とします。

続いて、去る８月１９日に、令和６年度自治功労者表彰式、西部町村会議員研修会が伯耆町の

鬼の館で開催されましたので、報告します。

最初に、町村議会議員として通算１１年以上在籍し、功労のあった方への表彰があり、南部町

からは仲田司朗議員、三鴨義文議員、白川立真議員が栄えある表彰を受賞されました。これまで

の御苦労、功績に感謝し、今後一層の御活躍を祈念いたします。

引き続き、西部広域行政管理組合消防局消防第二担当課長補佐、藤友真人さんの「令和６年度

能登半島地震における西部消防局の活動について」と題し、講演がありました。藤友課長補佐は

南部町出身で、今回の講師をされました。

今年元日に発生した能登半島地震に鳥取県東部、中部、西部の消防局で大隊を組み、救出支援

での活動の様子についてスライドを交えての講演をいただきました。

最初に、被災現地までの移動が通常の１０倍以上の時間がかかって現地近辺に到着できたこと、

その後、現地活動も余震と土砂崩れの再発と闘いながらの救援作業となったことなど、生々しい

現状を目の当たりにした悲惨な光景を見させていただきました。

今後、南海トラフを含めた自然災害はいつ、どこでも起きる可能性を含んでいる。様々な体験

から、身近で起こった災害にいち早く的確な行動が取れるように日々研さんと訓練を重ね、住民

の生命を守り、安心と安全の確保に精進していきますとの決意を述べられ、講演が終わりました。

以上、自治功労者表彰式、西部町村会議員研修会の報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、広報常任委員会からの報告を受けます。

２番、加藤学君。

○広報常任委員会委員長（加藤 学君） ２番、加藤学です。７月２３日、三朝町渓泉閣におい
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て、鳥取県町村議会議長会主催の令和６年度鳥取県町村議会広報研修会が開催されました。

一般財団法人自治体広報広聴研究所代表理事・広報アドバイザーの金井茂樹氏を講師に「読者

をふやす議会広報紙の編集」と題された講演が行われました。

主な内容は、戦略的広報とメディアの役割について、現在の議会広報紙のこれから進むべき多

様性と、そのためにはどのような戦略を構築していくのか、また、紙媒体としての広報紙とそれ

以外の媒体との関係をどのように構築していくのか、こういった内容でした。

また、講演の後は参加自治体の議会広報紙を書評する議会広報紙クリニックが行われました。

講演の内容は、現在ＳＮＳを活用した議会活動の発信に取り組んでいる南部町議会広報のこれ

からの一部の指針になる内容ではないかと思っております。また、議会広報クリニックは、現在、

文章中心の編集を行っている南部町議会広報紙のこれからの課題に通じる、そういう内容であっ

たと思われます。以上です。

○議長（景山 浩君） 次に、地方行政調査特別委員会よりの報告を受けます。

３番、荊尾芳之君。

○地方行政調査特別委員会委員長（荊尾 芳之君） ３番、荊尾芳之です。地方行政調査特別委員

会の報告を行います。

去る７月１６日から１７日にかけて、鳥取市と岡山県真庭市に調査に出かけてきました。調査

の目的は、少子高齢化や人口減少が危惧される現在、地域でこれを乗り越えていくためには、さ

らに住みよい地域の形成を図っていくことが重要であります。このため、町はどのように具体的

対策を取っていくべきか、議会として深く研究する必要があります。このような目的を持ち、調

査に行ってまいりました。

調査項目としては、１、ごみの減量化対策について、２、議会改革について、３、森林環境譲

与税についての３点を主に調査を行ってまいりました。

第１日目はまず、鳥取市のいなばエコ・リサイクルセンターを訪問しました。ここの施設は、

容器包装リサイクル法に基づいて、家庭から排出されるプラスチックごみ（軟プラ）を収集して、

これを基にペレットを作り、再商品化するプラント工場です。また、原料のペレットを加工して

プランターなどを作製しています。商品として出荷しております。軟プラの収集エリアは、鳥取

県東部はもちろん、兵庫県の北部など広い地域から収集を行っています。軟プラスチックをスト

ックヤードに集めて再利用して再商品化する施設でした。

次に、リンピアいなばを訪問しました。この施設は、東部広域行政管理組合が管理運営を行っ

ています。鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町の可燃ごみ（一般廃棄物）を焼却する施設
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です。クリーンをスペイン語でリンピアと言います。そこから命名されたそうです。令和４年４

月に完成し、その８月から本格稼働となっています。

１日に１２０トンの焼却炉が２台あり、日量２４０トンの処理ができています。発電効率が２

４．１％とのことでした。現在、西部広域行政管理組合でもほぼ同規模の焼却場の建設が検討中

であり、イメージするこができました。

２日目は、岡山県真庭市の森林環境譲与税活用事業について調査してまいりました。

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を

安定的に確保する点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。そして、法律によ

ってその使途を公表することが定められています。

真庭市では令和５年度の森林環境譲与税を活用して行っている総事業費が１億９，１１１万７，

０００円でした。地域資源を活用して持続可能な林業を確立するとして事業を行っています。そ

の代表的なものが森林・林業ｄＸ推進事業で１，３７５万円の実績でした。これはリモートセン

シング技術を活用して森林資源の解析を行い、山林に合った区分設定を実施する事業でした。

また、平成２７年４月から稼働したバイオマス発電所事業は、地域に根づいた林業、木材産業

を目指し、バイオマス産業都市として国からの選定を受けていますなどなど、非常に特徴的な林

業関係の事業を実施されていて、南部町にどう活用を図り、どう関わりを持っていくのかを考え

させられました。

以上、地方行政調査特別委員会の報告といたします。

○議長（景山 浩君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会の報告を受けます。

１１番、細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） １１番、細田でございます。南部箕蚊屋広域連

合議会８月定例会の報告をいたします。

去る８月２７日、令和６年第３回南部箕蚊屋広域連合議会定例会が開催され、令和５年度一般

会計決算、介護保険事業特別会計決算並びに令和６年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会

計補正予算が提案されました。

令和５年度一般会計決算は、歳入総額が５億６，３２３万４，０００円、歳出総額が５億５，

９１７万６，０００円で、歳入歳出差引き額は４０５万８，０００円でした。前年度と比較し、

歳入は２，１９０万５，０００円、４．０％の増、歳出は２，０８０万３，０００円、３．９％

の増でした。増額の主な要因は、特別会計との繰入金、繰出金の増となっています。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３４億１，００７万１，０００円、歳出総額３２億９
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９９万２，０００円で、歳入歳出差引き額は２億７万９，０００円でした。前年度と比較し、歳

入は１億８，５９１万９，０００円、５．８％の増、歳出は２億９，０６９万６，０００円、１

０．０％の増でした。保険給付費は２８億５，７００万円と、前年度と比較し１億５，５１４万

３，０００円、５．７％の増となり、計画値に対しては９３．５％の執行となりました。

令和６年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ３，２８８万４，０００円増額し、

歳入歳出総額は５億３，７８８万４，０００円となりました。

介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ２億７万３，０００円増額し、歳入歳出総額３

３億７万３，０００円となりました。

一般会計、特別会計とも令和５年度決算に基づく補正が主なものでした。

決算、補正予算ともに総務民生常任委員会に付託し、審査された結果、本会議で認定、可決さ

れました。

以上で南部箕蚊屋広域連合議会の報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会の報告を受けます。

７番、白川立真君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（白川 立真君） それでは、報告します。去る８月

２３日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されましたので、報告いたします。

定例会に提出された議案は２議案で、令和５年度歳入歳出決算認定、令和６年度補正予算（第

１号）であります。

初めに、令和５年度決算認定につきましては、歳入総額２億２，５８７万３，７９０円、歳出

総額２億９２９万２，２０８円で、歳入歳出差引き額１，６５８万１，５８２円、実質収支額も

同額の１，６５８万１，５８２円でした。

歳入のうち１億８，１９６万３，０００円が両町の負担金であり、南部町が８，７８６万９，

９３３円、伯耆町が９，４０９万３，０６７円でした。

可燃ごみ搬入量につきましては、両町合わせて年間で４，１３９．１６トンであり、前年度に

比べ１１７．４５トンの減でした。収集量は７３．７８トンの減、直接搬入量は４３．６７トン

の減となりました。町別搬入量も両町とも減っており、全体的に減少傾向になっていますが、減

少の要因として、人口減少による自然減が一番の要因ではないかということ、コロナ禍以降の生

活スタイルの変化や食生活の変化などもあり、住民１人当たりの出すごみの量も減ることから、

何か一つの要因ではないということでした。令和５年度は緊急修繕が多く見受けられたことから、

設備の保守点検をしっかりとし、延命化を図るとのことでした。この令和５年度歳入歳出決算認
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定については、全会一致で原案のとおり認定されました。

次に、令和６年度補正予算は、前年度繰越金を歳入で計上し、繰越金を２町にそれぞれ返還す

るための償還金、投げ入れ扉の不具合原因を調査するための役務費、クリーンセンターへの進入

路の支障木伐採のための委託料が提案されました。補正額は歳入歳出それぞれ１，６５８万円を

追加し、歳入歳出の予算総額を２億７，４５８万円とするものでありました。この令和６年度補

正予算については、全会一致で可決されました。

議案書は事務局に供しておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いいたします。以上、報告

を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、鳥取県町村議会女性議員研修会の報告を受けます。

１３番、真壁容子君。

○議員（１３番 真壁 容子君） 真壁です。去る７月２２日、三朝町渓泉閣内で開催された県町村

議会女性議員研修会に出席しましたので、報告します。

今回の研修は、「女性の声を議会につなげる仲間づくり」、副題として「知恵とスキルを共有

する」という内容で、ワークショップ形式で討議をするというものでした。

昨年の研修会と同じ一般社団法人ＷＯＭＡＮ ＳＨＩＦＴにお願いし、代表理事で東京都台東

区区会議員の本目さよさんをファシリテーターとして１８人の参加者が４つのグループに分かれ、

議員として今何に悩んでいるのか出し合い、テーマを設けてそれぞれ話し合うという内容でした。

それに先立ち、参加者全員に２０１７年１１月熊本市議会定例会で起きた、生後７か月の子供

を連れて議場に入り、子供同伴出席が認められず、議会開会が大幅に遅れたという事件について、

議会、本人はどうすべきであったか、話合いというワークショップで結論を出してほしい、こう

いう内容が提起されました。

当女性議員は、「子育て世代の代表として、子供と一緒に議会に参加して発言できる仕組みを

整えるよう主張したかった」との弁、一方、議長、事務局は「市議会規則では、本会議中は、議

員以外が立ち入ることはできないとされており、赤ちゃん連れは規則違反に当たる」と当時の新

聞記事で紹介されました。

グループで話し合い、意見をまとめる作業では、年齢、政党などの違いがあるものの、子供の

環境を第一に考えるという意見はすぐにまとまりました。

議会の対応については、当議員からそれまでに議会開会中に子供を預ける場所がない。保育園

やベビーシッター助成などの整備をとの要望があったが、議員を特別扱いできないと却下してき

た経緯もあり、生後７か月ということは、産休・育休の間に子供をどうするのか、議会が環境整
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備をする必要があるのか当議員とよく話し合い、必要であれば対策を取る必要があったのではな

いかということにまとまりました。

一方、本人はどうすべきであったかについては、事務局にも、議会にも何も言わずにいきなり

子供を連れて議場に入ることについては、子育て世代の悲痛な声を見える形にしたかったと、本

人の弁ですが、誰もが子育てと仕事の両立で悩んでいた時期を経験していたこともあり、共感こ

そすれ、やり方が違うのではないか。７か月の赤ちゃんにとって議場は子育ての環境にはふさわ

しくなく、子供第一に考えるとオンライン、別室等の方法もあり、事務局とよく話し合うべきで

はなかったかというまとめになりました。

子育ての時期を乗り越えてきた多くの女性議員たちは自分の経験から我が事だけではなく、次

につなぐ世代に向けて問題点を政策化しようと前向きな意見が多く出され、元気づけられてきま

した。それにしてもここまで追い詰められていたんだと思うと子育て環境はまだまだだよね、こ

れは皆さんの感想でした。

グループ別のワークショップではハラスメントの話になりました。委員会などで女性議員が意

見を言うと、そんなことここで言わんでいい、ここで言うことと違うと制止されることが多くて

悩んでいる。

２つ目、議会閉会後の懇親会が半強制的、強制的で困っている、こういう意見など、なかなか

意見を言うのにも苦労されている議会が多いようでした。とにかく委員会等での女性議員発言停

止発言はパワハラそのもの、法、条例、規則の遵守を求めていこうと話し合い、また、閉会後の

懇親会は議会活動ではないということをはっきりさせないといけないということを話し合い、励

まし合いながらのワークショップになりました。

女性議員の研修会はどうあるべきなんだろうと、どちらかといえばこのようなワークショップ

ではなく、地方自治の研修を望んでいた私なのですが、今回の女性議員の悩みなどを聞いていて、

２年続けて、女性議員の声が届く、ハラスメント、こういう内容のワークショップを役員たちが

研修会として２年間も続けてしたことが理解できた思いでした。地方議会もクオーター制を取り

入れる時期に来ているんだなとしみじみ感じさせられた研修でした。以上、報告とします。

○議長（景山 浩君） 次に、日本海政経懇話会８月例会の報告を受けます。

９番、仲田司朗君。

○議員（９番 仲田 司朗君） ９番、仲田司朗でございます。新日本海新聞社主催の日本海政経

懇話会西部例会が８月２２日木曜日、皆生グランドホテル天水にて開催され、出席しましたので、

報告いたします。
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講師の先生は、元厚生労働省大臣官房国際課課長補佐で神戸学院大学教授の中野雅至氏で、

「働き方改革に企業はどう立ち向かうのか」について講演され、聴講しましたので、報告いたし

ます。

生産性向上と人手不足への対応をどう両立させていくべきかについて指針を示されました。労

働時間短縮が企業側に求められる中、過剰事例として店の出入り口までのお見送りをした、タク

シーの乗客を迎えるために車から降りてサービスをする、社内用の凝ったパワーポイントなどを

上げられ、過剰なサービスや資料作りをやめることを呼びかけられていました。無理して何でも

かんでもやっていたら従業員は身がもたない。生産性向上に加え、人手不足の解消も働き方改革

の要諦になると説明を受けました。

また、現在の若者の仕事観は、地元志向が強く、知名度より仕事内容で就職先を選ぶ傾向があ

るとし、成長願望が強く、専門能力を身につけたがるが、受け身の姿勢が強いと解説されていま

した。若者をどう採用し、育てるべきかについて厚生労働省の統計データを用いながら、段階的

に高度な仕事を与え、相談に乗ったり助言したりして従業員の能力開発に努めている企業は生産

性が高いと力説されていました。

高齢者と若年者が組んで仕事をするペア就労を取り上げ、高齢者は働きがいがあり、若年者は

技術が得られる点を紹介され、成長願望が強い若年者の仕事観にも言及され、専門能力が身につ

く職場環境の情報発信を進め、従業員の教育体制が充実していることも企業には不可欠であると

指摘されていました。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第４号

○議長（景山 浩君） 日程第５、報告第４号、専決処分の報告についての報告を受けたいと思

います。

町長から報告を求めます。

副町長。

○副町長（宮永 二郎君） 副町長でございます。報告第４号、専決処分の報告についてでござい

ます。

地方自治法第１８０条第１項の規定により南部町長の専決事項として指定された事項について、

次のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定により、これを議会に報告するものでござい

ます。
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専決処分書でございます。地方自治法第１８０条第１項の規定により、南部町長の専決事項と

して指定された事項のうち、和解及び損害賠償の額を決定することについて、次のとおり専決処

分をする。処分日は、令和６年６月２５日でございます。

和解の相手方は、そこに記載のとおりでございます。

損害賠償の額は、８万８，０００円でございます。

和解の事由及びその内容につきましては、町は、相手方の著作物たるイラストについて、相手

方の承諾のないまま学校だよりに使用し、当該学校だよりを町ホームページに掲載をいたしまし

た。このことにより相手方に対し、イラスト使用規約に示されている額を損害賠償額として支払

い、和解するものでございます。以上でございます。

○議長（景山 浩君） これで報告第４号、専決処分の報告についてを終わります。

・ ・

日程第６ 報告第５号 及び 日程第７ 報告第６号

○議長（景山 浩君） お諮りします。この際、日程第６、報告第５号、令和５年度決算に基づ

く健全化判断比率について及び日程第７、報告第６号、令和５年度決算に基づく資金不足比率に

ついてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。

町長より報告を受けます。

総務課長、田村誠君。

○総務課長（田村 誠君） 総務課長です。資料の準備よろしいでしょうか。報告第５号、令和

５年度決算に基づく健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度決算に基づ

く健全化判断比率を次のとおり報告する。

次のページを御覧ください。令和５年度決算に基づく健全化判断比率報告書でございます。令

和５年度決算について算定したところ、いずれの指標についても早期健全化基準を下回りました。

実質赤字比率は、一般会計、それから墓苑事業特別会計を合算し、算出します。また、連結実

質赤字比率は、病院事業会計や水道事業会計を含む本町の全ての会計を合算し、町全体として赤

字の有無を判断するものでございます。例年同様、令和５年度決算においても、両指標について

赤字額は算出されませんでした。

次に、実質公債費比率、将来負担比率でございますが、これは南部町の借入金の返済額の大き
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さや、町全体の負債の大きさを表す指標でございます。令和５年度については実質公債費比率が

９％、将来負担比率が１２．２％と、いずれも早期健全化基準の２５％と３５０％を下回ってお

ります。

続きまして、令和５年度決算に基づく資金不足比率について説明します。報告の第６号です。

準備よろしいでしょうか。報告第６号、令和５年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度決算に基

づく資金不足比率を次のとおり報告する。

次のページを御覧ください。令和５年度決算に基づく資金不足比率報告書です。各特別会計の

決算に基づいて資金不足比率を算定した結果、全ての会計で資金不足は生じておりませんでした。

したがいまして、資金不足比率は算出されず、経営健全化基準の２０％を下回っております。

あわせて、資料のほうも用意しておりますので、併せて御確認をお願いしたいと思います。以

上で報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第５号、令和５年度決算に基づく健全化判断比率について及

び報告第６号、令和５年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・

日程第８ 報告第７号

○議長（景山 浩君） 日程第８、報告第７号、法人の経営状況についての報告を受けたいと思

います。

まず、西伯郡南部町土地開発公社について報告を受けます。

企画政策課長、松原誠君。

○企画政策課長（松原 誠君） 企画政策課長です。報告第７号、法人の経営状況についてです。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の

とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、令和５年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を御報告いたします。こち

らのほうは３月に開催しました理事会にて御承認をいただいているものでございます。

報告書を御覧いただきまして、事業内容を要約して説明いたしたいと思います。ミトロキリサ

イクルセンターにおきましては、既に平成２５年度末で残土の受入れは終了しています。受入れ

実績は４７万１，７２９立方メートルでございます。

令和５年度についても、土地の移動や大規模な工事がなかったことを御報告いたします。

それでは、第４９期における決算状況について説明いたします。決算関係資料の５ページ、損
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益計算書を御覧ください。

損益計算書の事業利益はございません。

事業総利益についてもございません。

その下の販売費・一般管理費が８万１，２６５円の損失、それに営業外の収益が１１４円、そ

の他特別損益はございませんので、当期の純利益は８万１，１５１円の損失となります。

次に、ページが飛びますが、１２ページを御覧ください。こちらには剰余金計算書をつけてお

ります。令和４年度末の繰越利益準備金が７５７万７，０８４円でございます。先ほどの当期純

利益（損失）８万１，１５１円を差し引きますと、令和５年度末の繰越利益準備金は７４９万５，

９３３円となります。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費節減に努め、健全

な財務運営を心がけます。以上、報告を終わります。

○議長（景山 浩君） 次に、株式会社緑水園及び一般社団法人南部町農村振興公社の報告を受

けます。

産業課長、藤原宰君。

○産業課長（藤原 宰君） 産業課長です。産業課関係の法人の経営状況について報告いたしま

す。

初めに、株式会社緑水園について報告いたします。資料のほうはよろしいでしょうか。まず、

事業報告です。１ページ、２ページが報告書となります。令和５年度、第１２期はコロナウイル

ス感染症の位置づけが２類相当から５類に移行し、集客数も回復の兆しが見られました。

一方で、費用面における価格高騰や水道光熱費の増加、食材や物流などの仕入れ材料費の高騰

の影響は大きく、経営のかじ取りに苦心されている現状にあります。

令和５年度に着手しました本館１階照明ＬＥＤ化工事は、単年度比較で約８０万円の電気代削

減につながり、長期的な視点では経費削減に大きな効果をもたらしてくれるものと期待していま

す。また、レストランホール先に新設しましたテラスはドッグカフェの実施も決定し、新たな顧

客層の集客ツールとしての活用にも大いに期待するところです。

宿泊数につきましては、本館の利用者数は依然として減少している状況にあるものの、虹の村

コテージの利用に関して全７棟中４棟のリニューアルの完了や、ネット予約の導入等により利用

ニーズの多様化に対応した宿泊施設へと転換し、利用者数の増加につながったものと考えていま

す。今後も引き続き緑水園としての利点や特徴を研究し、予約方法の多様化など、ニーズに即し

たサービス提供体制づくり、ターゲットを絞った宿泊提供など、さらに改善に努め、売上増加の

－２０－



一つの要因となっている仕出し料理の継続など、経営努力に努めてまいります。

次に、決算状況について説明をします。４ページの損益計算書をお願いいたします。指定管理

料収入を含む令和５年度の売上高合計は１億９４７万２，５００円、売上原価は２，７７８万９，

７９８円で、差引き、売上総利益は８，１６８万２，７０２円となっています。令和４年度と比

較しまして、約１，５００万の利益増となっています。

次に、販売費及び一般管理費は８，２２１万１，２９５円で、令和４年度と比較しまして約８

００万円増加しています。

内訳につきましては、科目ごとの決算金額を５ページに示してあるので、御確認をお願いしま

す。

これによりまして、令和５年度の営業収益は５２万８，５９３円の赤字となっています。

営業外収益は２８６万９，１９５円の決算となっています。そのうち、雑収入として２１６万

６，４８１円が計上されています。その内容としましては、県の補助金及び町の委託料などとな

っています。このほか、特別利益、法人税等租税公課費等により、令和５年度の決算は２２３万

４，７６５円の黒字決算に転じました。

３ページのほうに戻っていただきまして、貸借対照表についてです。貸借対照表は株式会社緑

水園の累積資産の状況となりますが、先ほどの令和５年度決算の状況を反映し、資産合計は４，

０５７万１，１４１円となっています。

最後に、６ページの株主資本等変動計算書につきましては、令和５年度末の純資産合計は、期

首残高８０６万４，１９８円に純利益額２２３万４，７６５円を加えまして、５年度期末残高と

して１，０２９万８，９６３円となります。

以上、株式会社緑水園の決算報告とします。

次に、一般財団法人南部町農村振興公社について報告します。資料のほうはよろしいでしょう

か。１ページ目をお願いいたします。令和５年度事業報告です。農村振興公社の令和５年度の主

な事業実績は、水稲、ソバに関する作業受委託となっています。

水稲の関係につきましては、作業受託面積の総計を前年度と比較しますと、令和５年度は２，

０２５．３アールで、令和４年度が２，４４３．３アールでしたので、４１８アールの減少とな

っています。対前年度比８２．８９％、約１７％の作業受託減となっています。

大豆のほうにつきましては、令和５年度の受託実績はありませんでした。

次に、ソバですけれども、こちらのソバにつきましては、年度当初に受託の取扱いについてお

騒がせした状況もありましたが、農業法人から機械を借り受け、受託を継続し、作業面積も増加
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するという結果になりました。

令和５年度の受託実績の総括としまして、全体の作業受託面積は年次的に減少しています。こ

の傾向は今後も続くものと考えられます。要因としましては、大豆、ソバの受託は継続的な作付

が行われておらず、年によって受託面積が大きく変動してしまう実態となっています。水稲にお

いても、他の作目への転換と、町内の農業法人や集落営農組織へ農作業委託を変更されるなど、

農村振興公社の実績減につながってきています。また、令和５年度末には国県の補助金を活用し

て新たに堆肥散布機を導入されましたので、今後は肥料低減の取組が町内に波及することを期待

するものです。

次に、収支決算についてです。まず、３ページの正味財産増減計算書を御覧ください。

経常収益は、基本財産運用益、事業収益、受け取り補助金等、雑収益を合計しまして１，０４

１万４，２２８円、前年度と比較し１７９万５，６８８円の増となりました。内訳としましては、

農作業受委託収入は減少しているものの、令和５年度、機械導入による国庫補助金及び県補助金

の補助金収入が増加したためでございます。

次に、経常費用です。事業費、管理費を合計した経常費計は７３１万２，８４１円、前年度比

較で３５万５，８９７円の減となりました。要因としましては、作業受託料の減少に伴う事業費

用の減少によるものと考えています。

経常収益から経常費用を引いた当期経常増減額は３１０万１，３８７円の増となり、これに当

期経常外増減額、マイナス４６０万６，０６０円を差し引いたマイナス１５０万４，６７３円が

当期一般正味財産増減額となります。結果、令和５年度も赤字決算を計上したところでございま

す。これを受けて、累積決算を示します一般正味財産の期末残高は、令和６年３月末で１，２８

７万３，８４６円となります。これに指定正味財産を加えた期末残高２，２８７万３，８４６円

が南部町農村振興公社の令和５年度の決算となっております。

そのほか、参考としまして５ページに令和５年度収支決算の詳細、それから６ページ、７ペー

ジには作業受託の実施面積及び収入状況を年度比較でお示ししていますので、後ほど御確認をお

願いいたします。

以上で産業課からの法人経営状況の報告を終わります。

○議長（景山 浩君） これで報告第７号、法人の経営状況についてを終わります。

・ ・

日程第９ 議案第４９号 から 日程第２５ 議案第６５号

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。この際、日程第９、議案第４９号、令和５年度南部
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町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２５、議案第６５号、鳥取県後期高齢者医

療広域連合規約の変更に関する協議についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、日程第９、議案第４９号から日程第２

５、議案第６５号までの提案説明をお願いします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、田村誠君。

○総務課長（田村 誠君） 総務課長です。私のほうからは議案第４９号です。準備のほう、よ

ろしいでしょうか。

議案第４９号、令和５年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、令和５年度南部町一般会計歳入歳出の決算について御説明いたしますけども、議案

書のほか、私のほうからこの歳入歳出の決算書、それから決算資料、この３点で御説明をさせて

いただきますので、準備のほうをよろしくお願いします。

まず、歳入歳出の決算書の１１３ページを御覧ください。この１１３ページは、実質収支に関

する調書でございます。よろしいでしょうか。歳入総額８２億９，４７８万４８９円、歳出総額

８０億６，９９１万５，５９４円で、差引き額は２億２，４８６万４，８９５円。翌年度へ繰り

越すべき財源の３，０９３万３，９９２円を差し引いた実質収支額は、１億９，３９３万９０３

円となりました。

次に、歳入の状況について不納欠損額と収入未済額について御説明をしたいと思います。

資料については同じくこの歳入歳出決算書、ページが随分戻りまして、２ページ目でございま

す。よろしいでしょうか。不納欠損額については、２ページ、１款町税です。これが１７７万１，

３０８円と、それから４ページ目、１２款の分担金及び負担金が９２万７，３５１円で、合計し

ますと２６９万８，６５９円でございます。

収入未済額については、２ページ目です。町税が２，４４６万６，７１７円。

ページが４ページに飛びまして、分担金及び負担金が２４７万４，８０１円。使用料及び手数

料が４２３万２，３９３円。諸収入ですけども、ここは８，６２０万９，８６２円で、これを合

計いたしますと１億１，７３８万３，７７３円でございました。
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次に、決算資料で説明を申し上げたいと思います。決算資料、この資料のほうに移りますので、

準備のほうをよろしくお願いいたします。

まず、決算資料の２ページを御覧ください。歳入の状況について、昨年度と比較して増減の主

なものについて説明をいたします。

まず、２ページ目、一番左の自主財源のとこです。上の段です。町税は３，５２２万３，００

０円増加し、１０億５，０８０万３，０００円となりました。主な要因として固定資産税、償却

において過年度分の修正申告が行われたことによるものでございます。

寄附金です。寄附金は１，２９５万８，０００円増加し、１億７９７万９，０００円となりま

した。これは、がんばれふるさと寄付金が２，２０５万９，０００円、企業版ふるさと納税が６

００万円増加したことによるものでございます。

その下の繰入金です。繰入金は２億７，３７４万７，０００円増加し、２億９，８８２万７，

０００円となりました。公共施設整備基金は、ケーブルテレビ機器更新や議場のマイク更新に繰

り入れ、１億１９２万３，０００円増加し、減債基金は決算見込みによりまして１億５，０００

万円繰り入れたことによるものでございます。

繰越金です。繰越金は７，８８６万７，０００円の減で、２億９，５３０万６，０００円とな

りました。これは令和４年度決算による実質収支額となります。

次に、大きな項目一番左側の下の欄の依存財源でございます。地方交付税は、１億１，４１１

万４，０００円増の３８億４７３万１，０００円となりました。普通交付税は、国税による税収

増に伴い、臨時的な経済対策として追加交付が行われたことにより５，７０５万６，０００円増

加し、特別交付税は集落支援員や地域活性化企業人の増員、それからコンビニ交付、地方バスに

要する経費の増加により５，７０５万８，０００円増加しました。

国庫支出金です。国庫支出金は３億４，５８７万７，０００円減少し、９億１，６２７万３，

０００円となりました。主な要因は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金等、国の施策による新型コロナウイルス

関連事業の補助金が減少したことによるものと、令和３年度の豪雨災害による災害復旧事業に係

る補助金の減によるものでございます。

次に、３ページを御覧ください。県支出金です。県支出金は、３，００７万５，０００円減の

６億３，１９９万１，０００円となりました。主な要因は、国庫支出金と同様に令和３年度の災

害復旧事業に係る補助金の減や、参議院議員選挙に係る委託金の減によるものでございます。

その下の町債です。町債は２億７，１２０万円の増で、５億７，０２０万円となりました。主
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なものは光ファイバ整備事業債の３億４，３１０万円の増によるものでございます。

次に、歳出を御説明いたします。ページ開いていただきまして４ページから５ページ、これは

目的別の歳出の状況でございます。

まず、令和５年度に実施した主な事業としては光ファイバ整備事業、これは各戸の宅内の引込

み工事でございます。それから、電力・ガス・食料品等の価格高騰による支援事業、フルーツロ

ード構想に伴う基盤整備事業、町民の生活支援及び町内経済活性化を図る地域活性化ポイント導

入事業、それから小・中学校の体育館照明のＬＥＤ化事業によるものでございます。詳細につい

てはお読み取り、お願いいたします。

それから、次に、６ページの性質別の歳出の状況でございます。性質別の歳出について説明い

たします。

人件費です。人件費は、６，３４９万５，０００円増の１３億６，７３６万６，０００円とな

りました。また、中段の普通建設事業（うち事業費支弁人件費）、これを加えますと７，３０３

万増の１４億１，０２３万８，０００円となります。今申し上げましたこの金額は、これ次の７

ページの下段の再掲欄に示しておりますので、御確認ください。増加の要因としては、人事院勧

告や会計年度任用職員の処遇改善の影響によるものでございます。

扶助費です。扶助費は、９３５万７，０００円増の１０億５，７４９万円となりました。自立

支援介護給付事業が毎年増加の傾向という具合になっております。

その下の公債費です。公債費は、７，９２３万１，０００円減の６億４，１３０万５，０００

円となりました。令和４年度に繰上償還、これは光ファイバ整備事業等を行ったことや、過去に

借入れした西部地震の県貸付金等の償還終了に伴うものでございます。

次に、投資的経費です。普通建設事業は、３億７，５０７万２，０００円増の１０億２，２７

８万３，０００円です。光ファイバーの引込み工事やフルーツロード構想、これ農地耕作条件改

善事業における基盤整備、それから小・中学校体育館照明のＬＥＤ化工事が主な要因でございま

す。

災害復旧事業は、２億８，０６８万１，０００円皆減いたしました。令和３年度の７月、８月

豪雨災害による災害復旧事業の減によるものでございます。

次、ページめくります。７ページです。７ページの物件費です。物件費は、４，５０６万８，

０００円増の１３億２，０４４万６，０００円です。ケーブルテレビ施設の機器更新、それから

電算管理事務費での基幹システムのベンダー変更、公共交通対策事業におけるバクシー導入等に

よるのが主な要因となっています。
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補助費等です。補助費等は、２億１，９３６万８，０００円増の１８億８５４万１，０００円

です。国の物価高騰対策による電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業や、物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金を活用したこの事業の実施が主な要因でございます。

次に、次のページ、行きます。８ページです。８ページについては基金の状況でございます。

まず、基金の状況で財政調整基金については７５万８，７１５円を積み立て、８億２，３６６万

１，９６９円。減債基金は９３万７，６６１円を積み立てましたけども、決算見込みにより１億

５，０００万円を取り崩し、８億６，７９２万３，８８６円。特定目的基金は、合計６，７４２

万４，４１２円を積み立て、各種事業に１億３，１１４万７，３７４円を繰り入れるために取り

崩した結果、１４億１，６７２万８，４０６円となり、これによって財政調整基金、それから減

債基金、特定目的基金の合計残高については３１億８３１万４，２６１円となりました。

このほか定額運用基金、それから特別会計基金を加えた基金の総残高は、３３億８，４２４万

５，２０８円となりました。

その下には基金の運用状況を掲載しております。一般会計基金残高３１億８３１万４，２６１

円のうち、一番左側の定期預金分２５億１，００１万４，２６１円を定期預金に、それから６億

については債券運用という具合にしております。特別会計基金については全て定期預金という具

合にしております。

続いて、地方債の状況です。地方債、これは令和５年度は一般会計で５億７，０２０万円発行

し、元金償還額は６億１，９９６万６，３７６円で、令和５年度末起債残高は５９億４８３万４，

３１２円となりました。昨年度と比較すると４，９７６万６，３７６円の減少となっています。

次に、９ページになりまして、９ページからは資料集ということで平成２６年度から１０年間

の財政状況の推移について掲載しております。御確認をお願いしたいと思います。

それでは、最後となりますけども、歳入歳出決算書のこちらの資料に戻っていただけますでし

ょうか。よろしいでしょうか。歳入歳出決算書、２０４ページでございます。２０４ページには

財産に関する調書、それから２０８ページには定額基金の運用状況を掲載しておりますので、お

読み取りいただきたいという具合に思います。以上で説明を終わります。

○議長（景山 浩君） ここで休憩を挟みたいと思います。再開は２時４５分といたします。

午後２時２１分休憩

午後２時４５分再開

○議長（景山 浩君） 会議を再開します。
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町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。国民健康保険について説明させていただき

ます。議案書の２ページを御覧ください。よろしいでしょうか。議案第５０号、令和５年度南部

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１３３ページをお願いします。よろしいでしょうか。実質収支に関する調

書でございます。１番、歳入総額は１３億５，０９２万８，１６１円、２番、歳出総額は１３億

２，９３４万２，６０１円、３番、歳入歳出差引き額は２，１５８万５，５６０円です。４番、

翌年度へ繰り越すべき財源は繰越明許費繰越額が４１万円、５番、実質収支額は２，１１７万５，

５６０円となります。６番、そのうち基金の繰入額はございません。

続きまして、１２５ページをお願いします。歳出から説明させていただきます。主なものを説

明させていただきます。２款保険給付費です。予算現額１０億６，８６０万９，８１７円に対し、

支出済額１０億１，７９４万４，９０３円でした。内訳を説明します。１項療養諸費、１目一般

被保険者療養給付費が支出済額８億５，９１４万９，７２４円で、国民健康保険の一般被保険者

が医療に要した費用の公費負担分となります。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費は、予算現額１億５，３５３万７，０００円に

対し、１億５，２０２万３，９８７万円の支出をしております。高額療養費は、一月に支払われ

た医療費の本人負担分が個人ごとの限度額を超えた場合に、超えた部分を支給するものです。

１２７ページをお願いします。３款国民健康保険事業費納付金は、予算現額２億６，８９２万

円に対しまして、２億６，８９１万９，０５５円を支出しております。こちらは鳥取県に支払う

納付金です。医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分で負担をしております。

１３１ページをお願いします。歳出合計額としまして、予算現額１４億８１６万３，０００円

に対し、支出済額１３億２，９３４万２，６０１円となりました。

続きまして、歳入を説明いたします。１１９ページを御覧ください。１１９ページです。１款

国民健康保険税は、調定額２億１，３１１万８，５２６円に対し、収入済額は１億７，６１６万

９，２４５円、不納欠損額は１５１万３，２２０円、収入未済額は３，５４３万６，０６１円で

した。現年の徴収率は９６．９％となっております。節ごとの内訳につきましては、御覧いただ

きますようお願いします。

以下、調定額と収入済額は同額ですので、調定額は省かせていただきます。
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１２１ページを御覧ください。５款県支出金、２項県補助金、１目保険給付費等交付金です。

収入済額は１０億５，７３９万１，４０１円です。内訳は、普通交付金１０億１，６２５万５，

４０１円、特別交付金が４，１１３万６，０００円でございます。

８款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金は、収入済額９，１６０万４２７円です。これ

は出産育児一時金、事務費、基盤安定、未就学児均等割保険料、財政安定支援事業、産前産後保

険料に充てるものになります。

９款繰越金の収入済額は２，５４６万７，６０７円で、令和４年度からの繰越金になります。

１２３ページをお願いします。歳入合計としまして、調定額１３億８，７８７万７，４４２円、

収入済額は１３億５，０９２万８，１６１円、不納欠損額は１５１万３，２２０円、収入未済額

は３，５４３万６，０６１円でした。

以上、国民健康保険事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

続きまして、後期を説明します。議案書の３ページを御覧ください。議案第５１号、令和５年

度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１４６ページをお願いします。決算書１４６ページです。実質収支に関す

る調書でございます。１番、歳入総額は１億８，０５７万１８７円、２番、歳出総額は１億７，

７８９万６，０７４円、３番、歳入歳出差引き額は２６７万４，１１３円です。４番、翌年度へ

繰り越すべき財源はございませんので、５番、実質収支額は２６７万４，１１３円となります。

６番、そのうち基金の繰入額はございません。

１４２ページをお願いします。歳出から説明をさせていただきます。１款総務費です。予算現

額２４４万３，０００円に対し、支出済額は１９６万９，５５４円でした。１項総務管理費は保

険証交付などに係る事務費、２項徴収費は保険料を集めるための事務費になります。

２款分担金及び負担金です。予算現額１億７，５６０万２，０００円に対し、支出済額は１億

７，０４７万３，１８３円でした。これは徴収した保険料と事務費負担分を後期高齢者医療広域

連合に支出するものです。

１４４ページをお願いします。歳出合計は、予算現額１億８，６６６万６，０００円に対しま

して、支出済額は１億７，７８９万６，０７４円でございました。

続いて、歳入を説明します。１３８ページをお願いします。１款後期高齢者医療保険料です。

調定額は１億２，１１２万１，８７１円に対しまして、収入済額は１億２，１０２万７，２１９
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円、収入未済額は９万４，６５２円でした。

４款繰入金は５，１７２万３９６円を収入しております。事務費繰入れ分と基盤安定繰入れ分

になります。

５款繰越金は、前年度繰越金として２４１万５，５９３円の収入をしております。

１４０ページをお願いします。３項雑入は５２０万４，４７９円を収入しております。広域連

合からの健康診査委託金収入になります。

歳入合計は、調定額１億８，０６６万４，８３９円、収入済額は１億８，０５７万１８７円、

収入未済額は９万４，６５２円でした。

以上、後期高齢者医療特別会計の説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。

続きまして、墓苑の説明をさせていただきます。議案書の４ページを御覧ください。議案第５

２号、令和５年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、また決算書の１５５ページをお願いします。決算書の１５５ページです。実質収支

に関する調書でございます。１番、歳入総額は１２８万８，２２１円、２番、歳出総額は１１３

万９，１３２円、３番、歳入歳出差引き額は１４万９，０８９円です。４番、翌年度へ繰り越す

べき財源はございませんので、５番、実質収支額は１４万９，０８９円となります。６番、その

うち基金の繰入額はございません。

１５３ページをお願いします。歳出から説明します。１款総務費です。墓地の管理に要する経

費になります。予算現額９７万７，０００円に対し、支出済額は７４万９，１３２円でした。委

託料は、西伯墓苑の除草や清掃などの管理委託費になります。

２款諸支出金、１項償還金、１目償還金は、西伯墓苑と円山墓地の返還に対して使用料を返還

したものです。予算現額１０９万８，０００円に対しまして、３９万円を支出しております。

歳出合計額は、予算現額２３５万円に対しまして、支出済額は１１３万９，１３２円でござい

ました。

続きまして、歳入になります。１５１ページをお願いします。１款使用料及び手数料です。調

定額１１２万７，６１０円に対しまして、収入済額は１０９万５，８５０円でした。収入未済額

は３万１，７６０円でした。こちらは墓地の使用料と墓地の手数料になります。墓地の手数料は

毎年納付してもらう管理料の収入になります。

歳入合計は、調定額１３１万９，９８１円、収入済額は１２８万８，２２１円、収入未済額は
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３万１，７６０円でした。

以上、墓苑事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岩田政幸君。

○建設課長（岩田 政幸君） 建設課長です。農業集落排水の決算について説明いたします。議案

書の５ページを御覧ください。議案第５３号、令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１６８ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額が２

億８９６万７，７５９円、歳出総額が１億７，６０７万７，２８８円、歳入歳出差引き額は３，

２８９万４７１円です。なお、この差引き残額は、南部町公共下水道、南部町集落排水、浄化槽

整備の下水道事業について地方公営企業法が適用されたことにより、特別会計に引き継ぐことと

なります。

１６４ページをお願いします。歳出から御説明いたします。１款総務費は、支出済額４，６８

１万３，６７３円で、不用額は３，６９６万３，３２７円です。これは主に職員給与費や、処理

場などの施設維持管理費を支出しているものです。

次に、２款公債費は、支出済額１億２，９２６万３，６１５円で、不用額は３１１万３８５円

です。これは起債の償還元金と利子です。

３款予備費の支出はありません。

１６６ページをお願いします。歳出合計は、支出済額１億７，６０７万７，２８８円で、不用

額は４，０１５万２，７１２円です。

１６０ページをお願いします。続きまして、歳入です。１款分担金及び負担金です。調定額４

４１万１，４４１円で、収入済額は１４０万円、不納欠損額は３０１万１，４４１円です。収入

未済額はゼロ円です。

２款使用料及び手数料です。調定額７，５９４万４，６６４円で、収入済額は７，２２１万２，

４１６円、不納欠損額は６１万３，２８１円です。収入未済額は３１１万８，９６７円です。

３款国庫支出金はありません。

４款繰入金です。調定額９，９８３万５，３８３円で、収入済額は同額です。これは一般会計

からの繰入金です。

５款繰越金です。調定額１万９，９６０円で、収入済額は同額です。
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１６２ページをお願いします。６款諸収入はございません。

７款町債です。調定額３，５５０万円で、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの

借入れです。

歳入合計は、調定額２億１，５７１万１，４４８円で、収入済額２億８９６万７，７５９円、

不納欠損額３６２万４，７２２円、収入未済額は３１１万８，９６７円です。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の６ページをお願いします。議案第５４号、令和５年度南部町浄化槽整備

事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１８１ページをお願いします。実質収支に関する調書です。歳入総額が６，

０４８万５，１９２円、歳出総額が５，０８９万８，２８４円、歳入歳出差引き額は９５８万６，

９０８円です。なお、この差引き差額は、南部町下水道事業について地方公営企業法が適用され

たことに伴い、特別会計に引き継ぐこととなります。

１７７ページをお願いします。歳出から御説明します。１款総務費は、支出済額３，５０５万

８，０４５円で、不用額は１，４７１万７，９０５円です。これは主に浄化槽の維持管理費と新

設工事費に係るものです。

次に、２款公債費は、支出済額１，５８４万２３９円で、不用額は４万１，０４７円です。こ

れは起債の償還元金と利子です。

３款予備費の支出はございません。

１７９ページをお願いします。歳出合計は、支出済額５，０８９万８，２８４円で、不用額は

１，４８０万１，７１６円です。

１７３ページをお願いします。続きまして、歳入です。１款分担金及び負担金です。調定額１

６１万５，０００円で、収入済額９０万円、不納欠損額３１万円で、収入未済額は４０万５，０

００円です。これは浄化槽設置に係る分担金です。

２款使用料及び手数料です。調定額２，０８４万７，３２０円で、収入済額１，９８３万２，

４４４円、不納欠損額は３１万６，１９９円で、収入未済額は６９万８，６７７円です。

３款国庫支出金です。調定額１４５万２，０００円で、収入済額は同額です。これは浄化槽設

置に係る国庫補助金です。

４款繰入金です。調定額３，４８９万５，８２８円で、収入済額は同額です。これは一般会計
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からの繰入金です。

５款繰越金と６款諸収入はありません。

１７５ページをお願いします。７款町債です。調定額３４０万円で、収入済額は同額です。こ

れは浄化槽設置工事に係る起債の借入れです。

○議長（景山 浩君） 休憩します。

午後３時１０分休憩

午後３時１０分再開

○議長（景山 浩君） 再開します。

○建設課長（岩田 政幸君） 失礼します。５款繰越金です。調定額４，９２０円、収入済額は同

額です。

６款諸収入はありません。

１７５ページをお願いします。７款町債です。調定額３４０万円で、収入済額は同額です。こ

れは浄化槽設置工事に係る起債の借入れです。

歳入合計は、調定額６，２２１万５，０６８円で、収入済額６，０４８万５，１９２円、不納

欠損額６２万６，１９９円で、収入未済額は１１０万３，６７７円です。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、７ページをお願いします。議案第５５号、令和５年度南部町公共下水道事業特別

会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、決算書の１９４ページをお願いします。歳入総額が１億８，６０７万２，８７７円、

歳出総額が１億６，７５５万２５６円、歳入歳出差引き額は１，８５２万２，６２１円です。な

お、この差引き残額は、南部町下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、特

別会計に引き継ぐものです。

１９０ページをお願いします。歳出から御説明いたします。１款総務費は、支出済額６，９０

６万７，２８９円で、不用額は２，３６７万３，７１１円となります。これは主に職員給与費や、

処理場などの施設維持管理費を支出しているものです。

次に、２款公債費は、支出済額９，８４８万２，９６７円で、不用額は１５１万６，０３３円

です。これは起債の償還元金と利子です。
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３款予備費の支出はありません。

１９２ページをお願いします。歳出合計は、支出済額１億６，７５５万２５６円で、不用額は

２，５２７万５，７４４円となります。

１８６ページをお願いします。続きまして、歳入です。１款分担金及び負担金です。調定額８

７３万８，４２１円で、収入済額１７６万５，０００円、不納欠損額は６９３万３，４２１円で

す。収入未済額は４万円です。

２款使用料及び手数料です。調定額７，３１５万２８０円で、収入済額７，１０２万１，４０

２円、不納欠損額は３５万５，６８２円です。収入未済額は１７７万３，１９６円です。

３款国庫支出金です。調定額８４１万５，０００円で、収入済額は同額です。これはマンホー

ルポンプ施設の建築改築工事に係る国庫補助金です。

４款繰入金です。調定額７，１０９万３，９２５円で、収入済額は同額です。これは一般会計

からの繰入金です。

５款繰越金です。調定額７万７，５５０円で、収入済額は同額です。

１８８ページをお願いします。諸収入はありません。

７款町債です。調定額３，３７０万円で、収入済額は同額です。これは資本費平準化債などの

借入れです。

歳入合計は、調定額１億９，５１７万５，１７６円で、収入済額１億８，６０７万２，８７７

円、不納欠損額は７２８万９，１０３円です。収入未済額は１８１万３，１９６円です。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 町民生活課長、渡邉悦朗君。

○町民生活課長（渡邉 悦朗君） 町民生活課長です。太陽光発電の説明をさせていただきます。

議案書です。８ページを御覧ください。よろしいでしょうか。議案第５６号、令和５年度南部町

太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

それでは、また決算書をお願いします。２０３ページをお願いします。決算書の２０３ページ

です。実質収支に関する調書でございます。１番、歳入総額は７，２８１万２，８３４円、２番、

歳出総額は７，００４万６，５４５円、３番、歳入歳出差引き額は２７６万６，２８９円です。

４番、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、５番、実質収支額は２７６万６，２８９

円となります。６番、そのうち基金の繰入額はございません。
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２０１ページをお願いします。歳出から説明をいたします。１款総務費、１項総務管理費、１

目維持管理費です。鶴田の太陽光発電施設の施設維持に係る経費になります。予算現額は２，６

６７万１，０００円に対し、支出済額は２，２６９万９，５８９円でした。委託料は警備保守や

電気工作物の保守点検になります。工事請負費は自動制御システムの工事を行っております。積

立金は基金に１，０１２万６，０００円を積み立てました。公課費は消費税及び地方消費税分に

なります。

２款環境費は、一般会計で行っている自然エネルギー関係への補助金として一般会計へ繰り出

したものになります。１，７６７万９，９９０円を支出しております。

３款公債費は２，９６６万６，９６６円を支出しており、電気事業債の償還のための元金と利

息分になります。

歳出合計は、予算現額７，５６６万８，０００円に対しまして、支出済額は７，００４万６，

５４５円でございました。

続きまして、歳入です。１９９ページをお願いします。３款繰越金は、前年度繰越しとして３

７４万３，８３６円の収入になっております。

４款諸収入、１項収益事業収入、１目売電収入です。予算現額は７，１９１万４，０００円に

対しまして、調定額と収入済額ともに６，９０６万５，４３６円になります。

歳入合計は、調定額と収入済額ともに７，２８１万２，８３４円でした。

以上、太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 建設課長、岩田政幸君。

○建設課長（岩田 政幸君） 建設課長です。水道事業の決算について説明いたします。議案書の

９ページを御覧ください。議案第５７号、令和５年度南部町水道事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和５年度南部町水道事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の水道事業会計決算報告書で説明いたします。１ページ目から順に説明いたし

ます。収益的収入及び支出の収入です。第１款水道事業収益は営業収益と営業外収益を合計して、

決算額２億１，８８５万４，２００円です。予算額に比べて決算額の増減は９９万２００円の増

です。

２ページをお願いします。次に、支出です。第１款水道事業費用は営業費用と営業外費用を合

計して、決算額１億９，６８９万６，６４３円で、不用額は１，１２８万２，３５７円です。

３ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入です。第１款資本的収入は企業債と出資
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金を合計して、決算額４，０６６万８，３２３円です。予算額に比べて決算額の増減は５００万

１，６７７円の減です。

４ページをお願いします。次に、支出です。第１款資本的支出は建設改良費と企業債償還金を

合計して、決算額１億２，４１６万３，７３１円で、不用額は１００万８，２６９円です。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額８，３４９万５，４０８円は、当年度損益勘定留保資金を

もって補填するものとしています。

５ページをお願いします。令和５年度南部町水道事業会計損益計算書です。この計算書は税抜

きの金額となります。１、営業収益です。これは主に給水収益です。合計で１億４，８８７万１，

９７３円です。

２、営業費用です。これは主に施設維持管理費や減価償却費になります。合計で１億７，５３

６万９，８６９円で、営業利益としてはマイナスの２，６４９万７，８９６円です。

次に、３、営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入です。合計で５，５４６万

６，６４４円です。

４、営業外費用です。これは企業債利息が主な支出です。

６ページになります。合計で１，１７２万５，５５４円となり、営業外の利益としては４，３

７４万１，０９０円です。

営業利益と営業外利益を合わせた令和５年度の経常利益は、１，７２４万３，１９４円となり

ます。

５、特別利益と６、特別損失はありませんので、当期の利益としては１，７２４万３，１９４

円となります。

７ページをお願いします。令和５年度南部町水道事業剰余金計算書です。令和４年度末の繰越

利益剰余金残高に令和５年度の純利益を加えて、令和５年度末の繰越利益剰余金残高はマイナス

の１億２，７４３万４，１４９円です。

８ページをお願いします。令和５年度南部町水道事業会計貸借対照表です。初めに、資産の部

です。１、固定資産の合計額は９ページの右上になります。２０億６，３６５万６，２７６円で

す。

２、流動資産の合計額は、１億４，０３３万２，１８１円です。

固定資産と流動資産を合わせた資産の合計は、２２億３９８万８，４５７円となります。

次に、負債の部です。３、固定負債です。これは主に起債の残額で、合計で５億８，２０３万

６，５０９円です。
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次に、４、流動負債です。これは主に起債と未払い金で、合計は１０ページの右上になります。

１億３，６０４万５，００４円です。

次に、繰延べ収益です。これは長期前受金で、合計で６億３，６４１万７，９７１円です。

固定負債と流動負債と繰延べ収益を合わせた負債の合計は、１３億５，４４９万９，４８４円

となります。

次に、資本の部です。６、資本金の合計は、６億２５２万１，１１９円です。

７、剰余金の合計は１１ページ右、中ほどにございます。３億７，２１０万２，６９２円です。

資本金と剰余金を合わせた資本の合計は８億４，９４８万８，９７３円となり、負債と資本の

合計が２２億３９８万８，４５７円となります。

１５ページをお願いします。令和５年度南部町水道事業の報告となります。

概要の総括事項として順に説明いたします。初めに、①の老朽施設についてです。令和元年度

から実施してきました円山地区の配水管布設替えについては、令和４年度で完了いたしました。

令和５年度より西町配水管布設替えに着手しております。

次に、②水道料金についてです。新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援対策として令和５

年７月から令和５年１１月請求分までの基本料金の免除を実施したため、給水収益は減少し、令

和５年度の給水収益は１億４，２９５万８，０００円となりました。なお、料金減免による減収

分については、町補助金により補填されています。

次に、経営についてです。収入面は、給水収益は基本料金減免により１億４，２９５万８，０

００円となりましたが、前年比としては１２．２％増加いたしました。水道加入金についてはア

パートの新築が２棟あり、２２０万２，０００円の収入となり、前年比では９７．５％と増加い

たしました。

支出面は、動力費について電気料金の価格高騰がありましたが、政府の支援が入ったことで前

年比１７．４％減少いたしました。修繕費は、計器類の修繕が多かったことや境水源地の解体工

事があったため、前年比の４９．２％の増加となっております。

しかしながら、主要な支出項目である修繕費は前年度よりも増加しておりますが、動力費、減

価償却費及び企業債支払い利息が減少したため、当年度の純利益は１，７２４万３，０００円と、

黒字経営となりました。今後も経費節減や事業の効率化を徹底するとともに、料金収入や施設の

更新、維持管理費用などを中長期的に見据えながら財政の健全化を図っていきたいと思います。

１６ページをお願いします。次に、給水状況についてです。令和５年度末の給水人口は１万１

８７人、給水件数は４，１１４件、年間有収水量は１０９万８，２９８立方メートル、有収率は
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８７．８％となっております。

次に、収益的収入及び支出に係る事業についてです。総収益は２億４３３万８，０００円です。

総費用は１億８，７０９万５，０００円で、当年度の純利益は１，７２４万３，０００円の黒字

です。

１７ページをお願いします。建設工事の概要です。令和５年度は上水道区域において、拡張工

事として西町地区で老朽管の布設替え工事を行いました。また、ニュータウン配水池の計器交換

を実施しております。

次に、支払い額が１０万円以上の修繕工事の概要です。上水道区域では４１件です。令和４年

度は３４件でした。本管に関わる修繕件数は３６件です。

１８ページをお願いします。旧簡易水道区域では１１件です。令和４年度は６件でした。

２２ページをお願いします。企業債の概要となります。上水道事業の年度末残高は、５億３，

７６２万８，９９９円です。簡易水道事業は１億１，９５２万９，３０１円で、合計で６億５，

７１５万８，３００円となります。

明細については、２９ページと３０ページにまとめています。

２３ページをお願いします。令和５年度キャッシュ・フローの計算書です。資金期末残高につ

きましては、３月末の現金は９，１０９万５，９１３円です。

なお、２４ページからは明細書となっております。お読み取りいただきますようお願いいたし

ます。

また、毎年度御用意しております３条の経常収支と４条の資本的収支の推移計算表につきまし

ては、予算決算常任委員会で説明させていただきたいと思います。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（景山 浩君） 病院事業管理者、足立正久君。

○病院事業管理者（足立 正久君） 病院事業管理者です。私からは病院事業会計及び在宅生活支

援事業会計の決算について御説明を申し上げます。

最初に、病院事業会計の決算でございます。議案書の１０ページを御覧いただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。議案第５８号、令和５年度南部町病院事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和５年度南部町病院事業会計決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、概要につきましては、別冊の病院事業会計決算報告書で説明をさせていただきたい

と思います。御準備のほど、お願いいたします。よろしいでしょうか。
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では、別冊の病院事業会計決算報告書の１ページを御覧いただきたいと思います。最初に、収

益的収入及び支出であります。収入については、第１款病院事業収益の決算額、これにつきまし

ては２３億１７７万７，６９５円となり、予算額に対して２億８８７万９，３０５円の減となり

ました。医業収益の主なものは入院収益１１億６，０００万円、外来収益３億９，３００万円で

ございます。また、医業外収益の主なものにつきましては、補助金５億８００万円となっており

ます。

次に、支出についてでございますが、第１款病院事業費用の決算額は２３億６，３４４万４，

７１５円となり、予算額に対して１億２，３８２万４，２８５円の減となりました。医業費用の

主なものは給与費１４億６，６００万円、材料費１億７，１００万円、経費４億２，５００万円

及び減価償却費１億８，０００万円となっております。

２ページを御覧いただきたいと思います。資本的収入及び支出についてであります。収入。第

１款資本的収入の決算額は２億３９７万６，２２６円。

支出。第１款資本的支出の決算額は３億７，４５６万６，３４８円となりました。

支出のうち建設改良費の主なものは、介護医療院開設のための改修工事約１，７００万円、エ

ックス線の骨密度測定装置や脳波計、高圧蒸気滅菌装置などの診療機能の維持向上を図るための

医療機器の整備に９，６００万円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する１億７，０５９万１２２円は、過年度分損益勘

定留保資金をもって補填することとしております。

３ページを御覧いただきたいと思います。病院事業会計損益計算書であります。入院及び外来

に係る医業収益は１６億９，９９９万３，９６６円であり、これに対する給与費、診療材料費等

の医業費用は２２億５，００２万９，９７４円となりました。差引き、医業利益は５億５，００

３万６，００８円の赤字となりました。

一方、町からの繰出金や健康診断、人間ドックなどの収益など、医業外収益は５億９，０９１

万４，０４７円であり、企業債利息などの医業外費用は１億６４３万９，３８４円となり、先ほ

どの医業利益と合わせた経常利益は６，５５６万１，３４５円の赤字となりました。

以下、４ページから剰余金の計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を記載しており

ますので、御覧いただければと思います。

１０ページをお願いします。南部町病院事業の報告書についてでございます。少しポイントに

ついて説明をさせていただきたいと思います。先ほど報告をさせていただきましたとおり、令和

５年度の経常利益は６，５５６万１，３４５円の赤字となりました。新型コロナウイルス感染症
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の位置づけが感染症法上の５類に移行したことに伴い、病床確保のための補助金や診療報酬上の

特例措置が廃止されたことに伴って病院事業収益が大きく減少したことがその要因でございます。

なお、患者数につきましては、入院、外来ともに前年度を上回りましたことは、今後の病院経

営にとっても明るい傾向であると考えているところでございます。

個別の状況についてでございますが、医業収益１６億９，９９９万４，０００円と、前年に比

べ１，６１０万３，０００円の減収となりました。入院収益については、先ほども申し上げまし

たとおり、診療報酬上の特例措置等がなくなったことによりまして急性期病棟の入院単価が減少

したことにより、昨年度に比べ３，４４２万２，０００円の減収となりました。また、外来収益

につきましては、患者数の増により２６０万６，０００円の増収となったところでございます。

医業外収益につきましては、５億９，０９１万４，０００円と、前年度に比べ８，７３５万４，

０００円の減収となったところでございます。これも新型コロナウイルス感染症に係る入院病床

の確保事業の補助金が廃止されたことに伴うものでございます。

医業費用につきましては、２２億５，００３万円となり、昨年度に比べ９９０万６，０００円

の増となりました。人事院勧告の実施に伴う給料、あるいは期末・勤勉手当の増額により給与費

が４，３４４万５，０００円増加した一方で、経費につきましてはＳＰＤ方式による材料費の削

減でありますとか、光熱費、消耗備品等の削減により３，３３９万９，０００円の削減ができた

ところでございます。

資本的収支につきましては、先ほどもお話し申し上げましたが、補助金等を活用し、介護医療

院の開設に向けた居室整備を行うとともに、介護支援システムの導入、あるいはエックス線骨密

度測定装置、高圧滅菌装置の更新など、働き方改革や医療の質の向上に努めたところでございま

す。

残念ながら令和５年度は赤字決算となりました。人口減少により患者数が減少するという局面

を迎えている一方で、施設の老朽化、維持管理費が増加するといった状況も踏まえまして、病院

経営が非常に厳しい状況となっているところでございます。町民の皆様が西伯病院に対して求め

ている役割を意識しつつ、監査意見にもありましたとおり、地域密着型多機能病院として行政と

連携し、一体となった病院経営に努力してまいりたいと考えているところでございます。

以上、審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、在宅生活支援事業会計の決算報告をさせていただきたいと思います。議案書の１

１ページをお願いいたします。よろしいでしょうか。議案第５９号、令和５年度南部町在宅生活

支援事業会計決算の認定について。
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地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和５年度南部町在宅生活支援事業会計決算を

別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

それでは、詳細につきましては、別冊の決算報告書により説明をさせていただきたいと思いま

す。御準備のほど、お願いいたします。よろしいでしょうか。それでは、在宅生活支援事業の決

算について説明をさせていただきたいと思います。１ページをお願いします。１、収益的収入及

び支出についてであります。収入につきましては、第１款在宅生活支援事業収益の決算額は４，

２２６万２，２４２円となり、予算額に対して６４１万１，７５８円の減となりました。

支出については、第１款在宅生活支援事業費用の決算額は４，５７０万１，０４３円となり、

予算額に対して３７８万３，９５７円の減となりました。

２ページを御覧いただきたいと思います。在宅生活支援事業の損益計算書であります。

居宅介護、訪問看護に係る訪問看護収益は４，２２６万１，６７５円であり、これに対する給

与費、材料費等の訪問看護費用は４，２８６万８，９３４円となりました。差引き、訪問看護利

益は６０万７，２５９円の赤字となりました。

その他収益及びその他費用を加味した経常利益は１０５万７８６円の赤字、特別損失を加味し

た当年度の純利益は３４３万８，８０１円の赤字となりました。

以下、３ページから剰余金の計算書、キャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を記載しており

ますので、御覧いただきたいと思います。

８ページを御覧いただきます。お願いします。在宅生活支援事業の報告書であります。

先ほど報告させていただきましたとおり、令和５年度の決算における純利益は３４３万８，８

０１円の赤字となりました。その主な要因は、これもコロナに関する在宅療養中の患者に対する

支援の協力経費、これが前年に比べまして約１，７００万円の減額となりましたこと、それとも

う一つは、運営指導に基づく訪問看護サービス費の返還約３２０万円によるものでございます。

精神科の患者の地域移行や在宅復帰が推進される状況にありまして、医療ニーズの高い在宅療

養患者が増加する現状において、非常に訪問看護に対するニーズが高まってきているところでご

ざいます。引き続き提供体制の維持強化を図りながら、町民の皆様の期待に沿えるよう取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。

以上、御審議のほど、よろしくお願いします。

○議長（景山 浩君） 令和５年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見

書が提出されていますので、審査の結果について坂口代表監査委員の報告を求めます。

監査委員、坂口正治君。
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○監査委員（坂口 正治君） 代表監査委員の坂口でございます。令和５年度南部町一般会計、特

別会計及び企業会計の審査報告を行います。お手元の審査意見書を基に御報告いたします。

１ページを御覧ください。第１、審査の概要でございます。

１、審査の期間及び場所について。期間、令和６年７月８日から７月３１日まで。場所は、南

部町役場法勝寺庁舎監査委員室にて細田監査委員と御一緒に実施いたしました。

２、審査の対象は、記載のとおりです。

２ページを御覧ください。３、審査方法でございますが、審査の方法は①から⑤の諸点につい

て、関係諸帳簿及び証拠書類を照合精査するとともに執行機関より説明を求め、監査を実施いた

しました。

４、審査のため説明を求めた部局、機関は、記載の部局でございます。

第２、審査の結果について御報告いたします。

１、審査計数の状況。

町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、

決算計数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。また、基金の運用状況を示す書類の

計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないことを認めました。

３ページを御覧ください。第３、一般会計、特別会計でございます。１、一般会計、特別会計

の概要でございますが、執行部より説明がなされましたので、省略いたします。

次に、４ページを御覧ください。２、一般会計、特別会計の審査意見について御報告いたしま

す。

１、来るべきデジタル化社会の基盤整備として令和２年度から始まった光ファイバ整備事業が

令和５年度で完了し、高画質の動画配信サービスやＷｉ－Ｆｉ設定によるスマートフォンやタブ

レット、パソコンによるインターネット接続が快適な通信環境へと改善されました。中海テレビ

放送加入率は、この事業期間で１０．０３％増加し、令和６年３月末現在で９７．８７％となり

ましたが、これは光ファイバー網整備による高速・大容量通信対する期待の大きさと言えます。

南部町のこれまでのデジタル化の状況は、全職員へパソコン配備、電子決裁システムをはじめ、

各種システムの導入、リモートワーク、電子申請、ＲＰＡの実装、窓口手数料のキャッシュレス

など取り組まれていますが、令和５年１２月のデジタル化推進に関するアンケートの結果による

と、おおむね肯定的な御意見と今後への期待感が多いです。令和４年２月に策定されました南部

町ＤＸ推進基本計画の基本理念である「持続可能で住みよい町の暮らしをデジタルで実現！！」

に向けて、さらにデジタル技術の取組を広げ、多くの町民が利便性の向上を実感できる暮らしへ
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とつなげていただきたいと思います。

２です。令和４年３月改定の南部町公共施設等総合管理計画では、建て替え更新や補修の時期

の集中が指摘され、従来型の対処療法から予防保全の視点へ脱却し、計画的な事業執行で資金需

要や事務作業等の平準化を図る方策が示されています。また、計画の推進には職員の意識改革も

必要とされ、取り巻く環境の変化に対応するため随時フォローアップを行い、必要に応じ計画の

見直しを行っていくとされていますが、人口減少、少子高齢化の進行と利用需要の変化により、

設置条例で定められた本来の目的と利用実態に継続して差がある公共施設が確認できました。将

来にわたって町民１人当たりの負担への影響が考えられるため、時期を逃さず、複合化、除却、

転用等により公共施設等の効率化に向けた取組を進めていただきたいと思います。

第４、財政健全化判断比率でございます。町長より提出された基礎資料等に基づき、健全化判

断比率及び資金不足比率について審査いたしました。

１、健全化指標の概要につきましては、執行部より説明がありますので、省略いたします。

２、健全化指標の審査意見について御報告いたします。

それぞれの指標について、早期健全化基準内であることを確認いたしました。単年度実質公債

費比率は年次的に低下し、公営企業債等の他会計に対する将来負担見込額も減少しています。

今後は公営企業等の事業経営の安定化を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減など、

計画的な財政運営の維持と公営企業会計等に対する一般会計からの繰出金については注意を払い、

取組を進めていただきたいと思います。

６ページを御覧ください。第５、企業会計でございます。

１、水道事業会計。（１）水道事業会計の概要は省略いたします。

（２）水道事業会計の審査意見について御報告いたします。

令和５年度は前年に続き民間施設の開設に伴い、料金収入、加入金等の増により黒字決算にな

りました。また、更新計画に基づく老朽管更新事業は着実に実施され、老朽、破損による修繕工

事が減少するなど、効果が上がっています。引き続き適正管理の下、水道水の安定供給に努めて

いただきたいと思います。

７ページを御覧ください。２、病院事業会計でございます。（１）病院事業会計の概要は省略

いたします。

（２）病院事業会計の審査意見について御報告いたします。

令和５年度は経営強化プランに沿って薬剤ＳＰＤ方式による薬価交渉など、経費の削減に取り

組まれましたが、新型コロナウイルス関連の診療報酬上の特例措置がなくなり収益が減り、赤字
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決算となりました。一方、医療提供体制としては、各種補助金等を活用して老朽化した機器の更

新、人工呼吸器の整備、へき地医療拠点病院としての必要な医療機器を整備するなど、質の高い

体制が整えられました。また、介護医療院さくらへの病床転換が行われるなど、経営効率化の具

体的な取組が着実に進みました。経営を取り巻く状況は、人口減少による入院、外来患者の減少、

設備の更新、施設の維持管理費の増など、今後も厳しいところですが、西伯病院の果たすべき役

割、機能等に熟慮しながら地域密着型多機能病院として行政と連携し、一体となった病院経営へ

の努力を引き続きお願いしたいと思います。

３、在宅生活支援事業会計でございます。（１）在宅生活支援事業会計の概要は省略いたしま

す。

２、在宅生活支援事業会計の審査意見について御報告いたします。

令和５年度は新型コロナウイルス感染者に対する療養支援がなくなり収益減となり、赤字とな

りましたが、今後も在宅医療の地域需要は大きく、利用者のニーズに応えるため、体制等の検討

に取り組んでいただきたいと思います。

令和５年度南部町一般会計、特別会計及び企業会計の審査報告は以上です。

○議長（景山 浩君） これで監査報告を終わります。

・ ・

○議長（景山 浩君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（景山 浩君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日１０日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審議を行う予定であ

りますので、御参集をお願いいたします。お疲れさまでした。

午後３時５９分延会
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